
 

「東北圏広域地方計画」推進に関する情報紙 

『東北圏だより』            
 

 

推進室の一員となって      東北圏広域地方計画副室長 佐藤 一男 

（東北運輸局 企画観光部 計画調整官） 
４月１日付けで副室長に着任しました佐藤と申します。よろしくお願いします。 

 昨年３月１１日の甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から、１年２月が過ぎようとしています。被災

地の復旧・復興に多くの方々の支援等をいただいているところです。今年は「復興元年」ともいわれ、復興がさ

らに推進されています。 

 東北に遅い春が来ました（今年は特に遅かった）。これからの季節、雪が解け木々が芽生え、東北が萌えあが

る時季、「まつり」「花見」等々いろんな催しが行われます。震災で自粛ムードだった東北への観光。復興につ

なげようと東北各県や旅行業界などが、様々なイベント等を企画し、風評被害等により落ち込んでいる観光地へ

の入り込み数を回復すべく取り組んでおります。３月１８日から本開催されている「東北観光博」や各地で行わ

れている各種イベント等に参加し、復興の手助けをしたいと思っております。 

 推進室では、昨年３月の大震災を受けて、計画の見直し作業を行っております。打合せでは、活発な意見交換

等が行われおります。口下手な私ですが、よろしくお願いします。 
 

「東北六魂祭２０１２」が開催されます      東北運輸局 企画観光部 

東北六魂祭は、２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災により犠牲となった多くの魂を弔い、東北の元

気を発信し、復興への狼煙をあげるため開催されるお祭りです。 
青森ねぶた、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠踊り、仙台七夕まつり、福島わらじまつりが一同に

会するお祭りです。昨年は仙台市で開催され、２日間でおおよそ３６万人の来場者がありました。今年は、５月

２６日（土）～２７日(日)に、盛岡市中央通、盛岡城趾公園（岩手公園）で開催されます。 
◎６大祭りパレード（青森ねぶた、秋田竿燈まつり、山形花笠まつり、仙台七夕まつり、福島わらじまつり、 

盛岡さんさ踊りなど、東北６大祭りが集結してパレードを展開）  
【場所】中央通 
【日時】５月２６日(土)１５：００～１７：３０  

        ５月２７日(日)１２：００～１４：３０ 

 
◎イベント（地元岩手県、被災地沿岸部の郷土芸能等） 

【場所】盛岡城趾公園（岩手公園）内 多目的広場ほか 
【日時】５月２６日(土)１０：００～１８：００  

        ５月２７日(日)１０：００～１７：００ 
◎東北６市の観光PR ブース、物産展（各市の観光情報、本祭りPR、各市の特産品販売） 

【場所】盛岡城趾公園（岩手公園）内 多目的広場 
【日時】５月２６日(土)１０：００～１８：００  

        ５月２７日(日)１０：００～１７：００ 
◎テント出店や縁日ブースなど 

【場所】盛岡城趾公園（岩手公園）内 歴史文化会館前 
【日時】５月２６日(土)１０：００～１８：００  

        ５月２７日(日)１０：００～１７：００ 
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復興特区法に基づく取り組みについて  宮城県震災復興・企画部 地域復興支援課 

東日本大震災復興特別区域法に基づき、宮城県内ではこれまで６件の復興推進計画（復興特区）が認定されて

います。 
宮城県の第１号が，２月９日に認定された民間投資促進特区（ものづくり産業版）です。これは、宮城県と34

市町村が共同申請したもので、ものづくり８業種の事業者が復興産業集積区域内で新規投資や被災者雇用等を行

う場合に、税制の特例を受けられるというものです。特例の適用を受けようとする事業者は、県または市町村の

指定を受ける必要があり、３月末までに１４件が指定されています。今後、多くの事業者に制度を活用していた

だき、被災地域での民間投資を促進し雇用の拡大や経済成長につながることを期待しています。 
また、４月１０日には、宮城県が申請した保健・医療・福祉特区が認定されました。これは、医療機関等の医

師配置基準の緩和や仮設薬局の構造設備基準の特例等により、被災地の保健・医療・福祉分野の早期復旧を図ろ

うとするものです。 
このように、様々な分野において復興特区を活用することで、復興をより迅速に進めていくことができるよう

になります。宮城県では、復興の進捗状況に合わせて必要な特例措置を活用できるよう、今後も特区の検討及び

ＰＲに努めていきます。 
 

東日本大震災の教訓集について（その１）    

昨年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、過去に例を見ない未曾有の広域巨大災害であり、行政機関だけで

なく、民間企業や市民が様々な災害対応を行いました。官民で構成する東北圏広域地方計画協議会では、それら

を通じて得られた多くの教訓や課題を埋もれさせることなく、貴重な教 
訓として整理・編集し、各種計画や様々な地域づくりに活用する目的で 
「東日本大震災の教訓集」として取りまとめ、広く発信することにしま 
した。 
 

各機関から得られた教訓は、「発災・初動対応期」「応急復旧・被災 

地応急対応期」「復興期」の時系列順で、それぞれの教訓の内容に応じ 

た項目別に分類、整理する予定です。 

 

Ａ：教訓  各項目において得られた代表的な教訓を記載。 

Ｂ：教訓が得られた背景  

教訓の背景となった気づきや行動、データ等を掲載。 

Ｃ：教訓の活かし方 

教訓・課題の具体的な活用方法を例示。 

 

現在、鋭意取りまとめ中なことから、完成した際には『東北圏だより』 

で改めて内容のご紹介をしたいと思います。 

 

 

編集後記     

今年のゴールデンウィークも桜前線の北上とともに終わりましたが、皆様はゆっくり過ごされ、リフレッシュ

されましたでしょうか。 

 今夏の暑さについては、どうなるのかわかりませんが、今年度も昨年同様に節電の取組が必要とされており、

夏季の軽装（クールビズ）励行が５月１日から１０月３１日までとなっております。職場及び各家庭において一

人一人が節電に積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 これから「東日本大震災を受けての現行計画の変更」作業が本格化してまいりますので、構成機関の皆様のご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

『東北圏だより』に掲載する広域地方計画に関連する情報をお寄せ下さい。また、『東北圏だより』への

ご質問、ご意見、ご要望等についても結構です。お気軽に次のアドレスまでメールでお寄せ下さい。メー

ルアドレス：kou-suishin2@thr.mlit.go.jp 
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